
山形市非ＦＩＴ型太陽光発電設備導入事業費補助金交付要綱 

 （目的及び交付） 

第１条 市長は、太陽光発電設備及び蓄電池等の設置を支援することにより、再生可能エネ

ルギーの導入及び電力の地産地消等を促進し、本市の脱炭素化の推進を図るため、二酸化

炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金）交付要綱（令和４

年３月３０日付け環政計発第２２０３３０１号）に基づき、市内に当該設備の設置を行う

者に対し、山形市補助金等の適正化に関する規則（昭和５２年市規則第１０号。以下「規

則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において山形市非   

ＦＩＴ型太陽光発電設備導入事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付する。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 ⑴ 企業等 株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、有限会社及び個人事業主をいう。 

 ⑵ 社会福祉法人 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉

法人をいう。 

 ⑶ 学校法人 私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第３条に規定する学校法人をい

う。 

 ⑷ 医療法人 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３９条に規定する医療法人をいう。 

 ⑸ ＮＰＯ法人 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定す

る特定非営利活動法人をいう。 

 ⑹ 協同組合 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条に規定する中

小企業等協同組合をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれ

にも該当する者とする。 

 ⑴ 個人、企業等、社会福祉法人、学校法人、医療法人、ＮＰＯ法人又は協同組合その他

市長が特に認める者 



 ⑵ 市税を滞納していない者 

 ⑶ 次条に規定する補助対象事業について、国、県等から他の補助金の交付を受けていな

い又は受ける予定がない者 

 ⑷ 第９条第１項の規定による補助金の実績報告の時点において、次のアからウまでのい

ずれかに該当する者 

  ア 本市に住所を有する者であって、その者の居住する専用住宅又は併用住宅（居住の

用に供する床面積が当該建築物の延べ床面積の２分の１以上を占めるものをいう。）

（これらに附属する車庫、物置、敷地等を含む。）（以下これらを「住宅等」という。）

に別表第１に定める補助対象設備（以下「補助対象設備」という。）の設置を行うもの

（以下「住宅等用設置者」という。） 

  イ 市内にある事業の用に供する建築物（自己の所有する店舗、事務所、営業所、倉庫

等の用に供する建築物（第三者に貸し出すことを目的とする建築物を含む。）又は賃貸

借契約若しくは使用貸借契約により借り受けている建築物（これらに附属する敷地を

含む。以下同じ。）で、その所有者から補助対象設備の設置を行うことについて同意を

得ている建築物に限る。）（以下これらを「事業所等」という。）に補助対象設備の設置

を行うもの（個人であるか団体であるかを問わない。以下「事業所等用設置者」とい

う。） 

  ウ 市内にある住宅等又は事業所等の所有者又は使用者（前３号のいずれにも該当する

者に限る。）と締結したＰＰＡ（電力販売契約をいう。以下同じ。）に基づき補助対象

設備を設置し、又は当該住宅等又は事業所等に設置するための補助対象設備を当該住

宅等又は事業所等の所有者又は使用者に対してリースする事業者（以下「ＰＰＡ等事

業設置者」という。） 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認める者は、補助対象者としない。 

 （補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号のい

ずれかに該当するもののうち、別表第１に定める補助の要件を満たすものとする。ただし、

住宅展示場（モデルルーム）等で展示を目的に設置するものを除く。 



 ⑴ 市内の住宅等又は事業所等において補助対象設備の設置を市内に所在する他の事業者

（当該補助対象者と資本関係（一方が他方の株式を所有し、又は一方が他方に出資して

いる関係をいう。）がない者に限る。）に委託等して実施する事業 

 ⑵ ＰＰＡに基づき補助対象設備を市内の住宅等又は事業所等に設置し、又は当該住宅等

又は事業所等に設置するための補助対象設備をリースする（市内に所在する事業者から

補助対象設備を購入し、かつ、市内に所在する事業者がその設置工事及び保守を行うも

のに限る。）事業 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業

に要する費用のうち地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令和４年３月３０日付

け環政計発第２２０３３０３号。以下「国実施要領」という。）別表第１に定める経費と

し、補助金の額は、別表第２の補助金の額の欄に掲げる額とする。 

 （交付申請） 

第６条 規則第５条の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付

申請書（別記様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、補助金交付申請書に添付すべき書類は、別表第３のとおりとする。 

３ 補助金交付申請書の提出期間は、年度ごとに市長が別に定める。 

 （補助金の交付の決定） 

第７条 前条第１項の規定により補助金の交付の申請をした者（以下「交付申請者」という。）

に対する規則第８条の規定による補助金の交付決定の通知は、補助金交付決定通知書（別

記様式第４号）により行うものとする。 

 （事業計画変更等） 

第８条 規則第８条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた交付申請者（以下「交付

決定者」という。）は、当該交付決定の日から補助対象事業が完了する日までの間におい

て、補助対象経費の変更（２０％以内の減額及び２０％以内の増額で、かつ、補助金の額

の増額を伴わない増額を除く。）若しくは補助対象設備の変更をしようとするときは当該

変更に係る書類を添えて、又は補助対象事業を廃止しようとするときは速やかに、事業計



画変更等申請書（別記様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、事業計画変更等申請書の提出があった場合において、その内容が補助対象経費

又は補助対象設備の変更をしようとするものであるときは速やかにその内容を審査し、適

当と認めるときは事業計画変更承認通知書（別記様式第６号）により、その内容が補助対

象事業を廃止しようとするものであるときは事業計画廃止承認通知書（別記様式第７号）

により、それぞれ当該事業計画変更等申請書の提出を行った者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第９条 規則第１３条の規定にかかわらず、交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、

速やかに補助事業実績報告書（別記様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、補助事業実績報告書に添付すべき書類は、別表第４のとおりとす

る。 

３ 市長は、補助事業実績報告書の提出を行った者に対し、必要に応じて補助対象設備の設

置工事等に関する書類の提示、現地調査等を求めることができる。 

４ 補助事業実績報告書の提出期限は、年度ごとに市長が別に定める。 

 （額の確定） 

第１０条 交付決定者に対する規則第１４条の規定による補助金の額の確定の通知は、山形

市非ＦＩＴ型太陽光発電設備導入事業費補助金の額の確定について（通知）（別記様式第

９号）により行うものとする。 

 （補助対象設備の使用状況報告） 

第１１条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて補助対象設備に関する状

況報告を求めることができる。 

 （財産処分の制限） 

第１２条 規則第１８条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数

等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める期間とする。 

２ 規則第１８条第２号に規定する市長が指定するものは、この要綱による補助金の交付を

受けて設置した補助対象設備とする。 

３ 規則第１８条の承認を受けようとする者は、財産処分承認申請書（別記様式第１０号）



を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の承認をする場合には、当該承認を受けようとする者に対し、交付した補

助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができるものとする。 

 （帳簿の備付け） 

第１３条 規則第１９条に規定する関係書類は、前条第１項に規定する期間中整理保管して

おかなければならない。 

 （その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年３月２４日から施行する。 



別表第１（第３条、第４条関係） 

補助対象設備 補助の要件 

太陽光発電設備  次の⑴から⑷までの全ての要件を満たすものであること。 

 ⑴ 国実施要領別紙２の１（エ及びカからシまでを除く。）

に定める事業の要件及び２ア（ア）に定める交付要件を満

たすものであること。 

 ⑵ 規則第６条第１項の規定による補助金の交付決定の日

（以下「交付決定日」という。）以後に設置工事に係る工

事請負契約又は売買契約（ＰＰＡ又はリースにより設置す

る場合は、ＰＰＡ事業実施契約又はリース契約）を締結す

るものであること。 

 ⑶ 余剰電力を売却する場合は、山形県が実施する「山形県

県民みんなで地産地消電力買取プラン」に登録されている

小売電気事業者に売却するものであること。 

 ⑷ 交付決定日から市長が別に定める補助事業実績報告書

の提出期限までの間に、補助対象設備の設置工事を完了

し、かつ、電力会社との電力受給を開始するものであるこ

と。（余剰電力を売却する場合に限る。） 

蓄電池  次の⑴から⑶までの全ての要件を満たすものであること。 

 ⑴ 国実施要領別紙２の１（エ及びカからシまでを除く。）

に定める事業の要件及び２ア（イ）に定める交付要件を満

たすものであること。 

 ⑵ 交付決定日以後に設置工事に係る工事請負契約又は売

買契約（ＰＰＡ又はリースにより設置する場合は、ＰＰＡ

事業実施契約又はリース契約）を締結するものであるこ

と。 

 ⑶ 交付決定日から市長が別に定める補助事業実績報告書

の提出期限までの間に設置工事を完了するものであるこ

と。 

エネルギーマネジメント

システム 

 次の⑴から⑶までの全ての要件を満たすものであること。 

 ⑴ 国実施要領別紙２の１（エ及びカからシまでを除く。）

に定める事業の要件及び２ア（カ）に定める交付要件を満

たすものであること。 

 ⑵ 交付決定日以後に設置工事に係る工事請負契約又は売

買契約（ＰＰＡ又はリースにより設置する場合は、ＰＰＡ

事業実施契約又はリース契約）を締結するものであるこ

と。 

 ⑶ 交付決定日から市長が別に定める補助事業実績報告書

の提出期限までの間に設置工事を完了するものであるこ

と。 

 



別表第２（第５条関係） 

補助対象設備 補助金の額 

太陽光発電設備 ⑴ 住宅等 

  太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワー

コンディショナーの出力の合計値のいずれか低い値（ｋＷ表

示に１未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。次号

において同じ。）に１ｋＷ当たり７万円を乗じて得た額（そ

の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）。

ただし、一会計年度につき６ｋＷに相当する額を限度とす

る。 

⑵ 事業所等 

  太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワー

コンディショナーの出力の合計値のいずれか低い値に  

１ｋＷ当たり５万円を乗じて得た額（その額に千円未満の端

数があるときは、これを切り捨てた額）。ただし、一会計年

度につき１００ｋＷに相当する額を限度とする。 

蓄電池 ⑴ 住宅等 

  蓄電池の購入価格（設置に係る工事費に相当する額を含

み、消費税及び地方消費税に相当する額を除く。次号におい

て同じ。）に３分の１を乗じて得た額（その額に千円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額）。ただし、一会計

年度につき５万円を限度とする。 

⑵ 事業所等 

  蓄電池の購入価格に３分の１を乗じて得た額（その額に千

円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）。ただし、

一会計年度につき１００万円を限度とする。 

エネルギーマネジメント

システム 

⑴ 住宅等 

  エネルギーマネジメントシステムの購入価格（設置に係る

工事費に相当する額を含み、消費税及び地方消費税に相当す

る額を除く。次号において同じ。）に３分の２を乗じて得た

額（その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨て

た額）。ただし、一会計年度につき５万円を限度とする。 

⑵ 事業所等 

  エネルギーマネジメントシステムの購入価格に３分の２

を乗じて得た額（その額に千円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた額）。ただし、一会計年度につき１００万円

を限度とする。 

 



別表第３（第６条関係） 

補助対象者 補助金交付申請書に添付すべき書類 

住宅等用設置者 ア 誓約書兼同意書（別記様式第２号） 

イ 補助対象経費の額が分かる書類（見積書等の写し） 

ウ 補助対象設備の型式名、定格出力等を確認することができ

るカタログ等の書類 

エ 設置場所及びその付近の見取図 

オ 自家消費計画書（別記様式第３号） 

カ 補助金の振込先の金融機関の通帳等の写し 

キ 居住部分の床面積が分かる平面図（併用住宅に設置する場

合に限る。） 

ク 借り受けている住宅等の所有者の承諾書（申請者が補助対

象設備を設置すること及び法定耐用年数にわたり補助対象

設備を使用することを認める旨を内容とするもの）及び賃貸

借契約書又は使用貸借契約書の写し（補助対象設備を設置す

る住宅等を借り受けている場合に限る。） 

ケ その他市長が必要と認める書類 

事業所等用設置者 ア 申請者の登記事項証明書（申請者が個人の場合は、本人の

住民票） 

イ 誓約書兼同意書 

ウ 補助対象経費の額が分かる書類（見積書等の写し） 

エ 補助対象設備の型式名、定格出力等を確認することができ

るカタログ等の書類 

オ 設置場所及びその付近の見取図 

カ 自家消費計画書 

キ 補助金の振込先の金融機関の通帳等の写し 

ク 事業の用に供する部分の床面積が分かる平面図（居住の用

に供する部分と事業の用に供する部分を合わせ持つ建築物

に設置する場合に限る。） 

ケ 借り受けている事業所等の所有者の承諾書（申請者が補助

対象設備を設置すること及び法定耐用年数にわたり補助対

象設備を使用することを認める旨を内容とするもの）及び賃

貸借契約書又は使用貸借契約書の写し（補助対象設備を設置

する事業所等を借り受けている場合に限る。） 

コ その他市長が必要と認める書類 

ＰＰＡ等事業設置者 ⑴ 住宅等への設置の場合 

 ア 申請者の登記事項証明書（申請者が個人の場合は、本人

の住民票） 

 イ 誓約書兼同意書（申請者及び補助対象設備を設置する住

宅等の所有者等の２通） 

 ウ 補助対象経費の額が分かる書類（見積書等の写し） 

 エ ＰＰＡ料金等計算書（補助金額相当額がＰＰＡ料金から

控除されることを確認することができる書類）（ＰＰＡに

より設置する場合に限る。） 

 オ リース計算書等（補助金額相当額がリース料金から控除

されることを確認することができる書類）（リースにより

設置する場合に限る。） 

 カ 補助対象設備の型式名、定格出力等を確認することがで

きるカタログ等の書類 



  キ 設置場所及びその付近の見取図 

 ク 自家消費計画書 

 ケ 補助金の振込先の金融機関の通帳等の写し 

 コ 居住部分の床面積が分かる平面図（併用住宅に設置する

場合に限る。） 

 サ 借り受けている住宅等の所有者の承諾書（申請者が補助

対象設備を設置すること及び法定耐用年数にわたり補助

対象設備を使用することを認める旨を内容とするもの）及

び賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し（補助対象設備

を設置する住宅等を借り受けている場合に限る。） 

 シ その他市長が必要と認める書類 

⑵ 事業所等への設置の場合 

 ア 申請者の登記事項証明書（申請者が個人の場合は、本人

の住民票） 

 イ 補助対象設備を設置する事業所等を有する企業等の登

記事項証明書（補助対象設備を設置する事業所等を有する

企業等が個人の場合は、本人の住民票） 

 ウ 誓約書兼同意書（申請者及び補助対象設備を設置する事

業所等の代表者の２通） 

 エ 補助対象経費の額が分かる書類（見積書等の写し） 

 オ ＰＰＡ料金等計算書（補助金額相当額がＰＰＡ料金から

控除されることを確認することができる書類）（ＰＰＡに

より設置する場合に限る。） 

 カ リース計算書等（補助金額相当額がリース料金から控除

されることを確認することができる書類）（リースにより

設置する場合に限る。） 

 キ 補助対象設備の型式名、定格出力等を確認することがで

きるカタログ等の書類 

 ク 設置場所及びその付近の見取図 

 ケ 自家消費計画書 

 コ 補助金の振込先の金融機関の通帳等の写し 

 サ 事業の用に供する部分の床面積が分かる平面図（居住の

用に供する部分と事業の用に供する部分を合わせ持つ建

築物に設置する場合に限る。） 

 シ 借り受けている事業所等の所有者の承諾書（申請者が補

助対象設備を設置すること及び法定耐用年数にわたり補

助対象設備を使用することを認める旨を内容とするもの）

及び賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し（補助対象設

備を設置する事業所等を借り受けている場合に限る。） 

 ス その他市長が必要と認める書類 

 



別表第４（第９条関係） 

補助対象者 補助事業実績報告書に添付すべき書類 

住宅等用設置者及び事業

所等用設置者 

ア 設置工事に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し（補

助対象経費の額が分かる書類を添付すること。） 

イ 設置工事に係る領収書等の写し 

ウ 補助対象設備の設置工事着手前の状況を示す建物全体及

び補助対象設備の設置予定個所の写真 

エ 補助対象設備の設置工事完了後の状況を示す建物全体及

び補助対象設備の設置状況を確認することができる写真（写

真により全ての太陽光モジュールの枚数を確認することが

できない場合には、写真に加え太陽光モジュールの配置図を

添付すること。） 

オ 蓄電池の品番ラベルの写真（蓄電池を設置する場合に限

る。） 

カ エネルギーマネジメントシステムの品番ラベルの写真（エ

ネルギーマネジメントシステムを設置する場合に限る。） 

キ 電力会社との受給契約を証明する書類の写し（余剰電力を

売却する場合に限る。） 

ク 第６条第１項の規定による補助金の交付申請の時点（以下

「交付申請時」という。）から補助対象経費の額に変更が生

じた場合には、当該変更後の補助対象経費の額が分かる書類

（変更後の見積書等の写し）（第８条第１項の規定により補

助対象事業の変更申請をしたものを除く。） 

ケ その他市長が必要と認める書類 

ＰＰＡ等事業設置者 ア ＰＰＡ事業実施契約書の写し（補助対象経費の額が分かる

書類を添付すること。契約期間が補助対象設備の法定耐用年

数に満たない場合は、法定耐用年数に達するまでの期間、継

続的に使用することを証明する書類を添付すること。）  

（ＰＰＡにより設置する場合に限る。） 

イ リース契約書の写し（補助対象経費の額が分かる書類を添

付すること。契約期間が補助対象設備の法定耐用年数に満た

ない場合は、法定耐用年数に達するまでの期間、継続的に使

用することを証明する書類を添付すること。）（リースにより

設置する場合に限る。） 

ウ 補助対象設備の設置工事着手前の状況を示す建物全体及

び補助対象設備の設置予定個所の写真 

エ 補助対象設備の設置工事完了後の状況を示す建物全体及

び補助対象設備の設置状況を確認することができる写真（写

真により全ての太陽光モジュールの枚数を確認することが

できない場合には、写真に加え太陽光モジュールの配置図を

添付すること。） 

オ 蓄電池の品番ラベルの写真（蓄電池を設置する場合に限

る。） 

カ エネルギーマネジメントシステムの品番ラベルの写真（エ

ネルギーマネジメントシステムを設置する場合に限る。） 

キ 電力会社との受給契約を証明する書類の写し（余剰電力を

売却する場合に限る。） 

ク 交付申請時から補助対象経費の額に変更が生じた場合に

は、当該変更後の補助対象経費の額が分かる書類（変更後の 



 見積書等の写し）（第８条第１項の規定により補助対象事業

の変更申請をしたものを除く。） 

ケ その他市長が必要と認める書類 

 



別記 

様式第１号（第６条関係） 

【住宅等用（ＰＰＡ又はリースを含む。）】 

年   月   日 

 （宛先）山 形 市 長 

               （申請者） 

郵 便 番 号 〒 

所 在 地 
 

 

企業（法人）名 

 

 
※ＰＰＡ等設置事業者の場合のみ記入 

             フリガナ 

代表者職氏名 

 

 
※ＰＰＡ等設置事業者以外の場合は氏名（フリガナ）のみ記入  

電 話 番 号  

補 助 金 交 付 申 請 書 

 山形市非ＦＩＴ型太陽光発電設備導入事業費補助金交付要綱第６条第１項の規定により、

下記のとおり申請します。 

記 

１ 設置の区分 □ 自己所有  □ ＰＰＡ  □ リース ※□にチェックしてください。 

２ 設備の設置場所 山形市 

※ＰＰＡ又はリース

の場合 

設置する住宅等の所有者 

 住所 

 氏名             電話番号 

３ 建築の区分 □ 新築  □ 既築          ※□にチェックしてください。 

４ 住宅の区分 □ 専用住宅             ※□にチェックしてください。 

□ 併用住宅（居住用の床面積が、その建築物の延床面積の２分の１以上であるもの）  

５ 発電電力の使途 □ 自家消費のみ  ※□にチェックしてください。 

□ 自家消費＋余剰売電（受給開始予定日    年  月  日） 

６ 太陽光発電設備

の概要・補助金額 

 

※自家消費割合（個人：

30％）が達成できるよ

う、過度な規模の設置等

は控えてください。 

⑴ 公称最大出力    （               kW） 

 ※JIS等に基づく公称最大出力の合計値の小数点以下を切り捨てた値を記入 

⑵ パワーコンディショナー定格出力（          kW） 

 ※小数点以下を切り捨てた値を記入 

⑶ 補助対象出力    （               kW） 

 ※⑴又は⑵のいずれか低い値（6kW以上の場合は「6」）を記入 

⑷ 補助金交付申請額  （               円） 

 ※⑶に記載した補助対象出力に7万円を乗じて得た額 

※裏面に続きます。 



７ 蓄電池の概要・補

助金額 

⑴ 定格容量      （          ．   kWh） 

 ※単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出され

る蓄電池部の値をいい、小数点第二位未満を切り捨てた値を記入 

⑵ 設置費用      （               円） 

 ※工事費込み（税抜き） 

⑶ 補助金交付申請額  （               円） 

 ※⑵に記載した設置費用に1/3を乗じて得た額（千円未満切捨て（上限5万円）） 

８  エネルギーマネ

ジメントシステム

の概要・補助金額 

⑴ 設置費用      （               円） 

 ※工事費込み（税抜き） 

⑵ 補助金交付申請額  （               円） 

 ※⑴に記載した設置費用に2/3を乗じて得た額（千円未満切捨て（上限5万円）） 

９ 合計補助金額  補助金交付申請額の合計額 ６⑷＋７⑶＋８⑵ 

            （               円） 

１０ 補助金の振込先 

 金融機関名  支店名   

 口座番号  預金の種類 □ 普通  □ 当座  

 本人口座名義 （カタカナで記入） 

 

 

      

１１ 設置業者名 郵便番号 〒 

住所 

会社名 

代表者職氏名 

事業所電話番号 

担当者電話番号 

担当者名 

※補助金に関する担当者が上記と異なる場合に記入 

（補助金交付申請書類に関する問合せに対応することができる者） 

会社名 

事業所電話番号 

担当者電話番号 

担当者名 

１２ 添付書類  ※提出の際は、添付書類を順番に並べて提出してください。 

 ⑴ 自己所有の場合 

  ア 誓約書兼同意書（別記様式第２号） 

  イ 補助対象経費の額が分かる書類（見積書等の写し） 

  ウ 補助対象設備の型式名、定格出力等を確認することができるカタログ等の書類 

  エ 設置場所及びその付近の見取図 

  オ 自家消費計画書（別記様式第３号） 

  カ 補助金の振込先の金融機関の通帳等の写し 

  キ 居住部分の床面積が分かる平面図（併用住宅に設置する場合に限る。） 



  ク 借り受けている住宅等の所有者の承諾書（申請者が補助対象設備を設置すること及

び法定耐用年数にわたり補助対象設備を使用することを認める旨を内容とするもの）

及び賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し（補助対象設備を設置する住宅等を借り

受けている場合に限る。） 

  ケ その他市長が必要と認める書類 

 ⑵ ＰＰＡ又はリースの場合 

  ア 申請者の登記事項証明書（申請者が個人の場合は、本人の住民票） 

  イ 誓約書兼同意書（別記様式第２号）（申請者及び補助対象設備を設置する住宅等の

所有者等の２通） 

  ウ 補助対象経費の額が分かる書類（見積書等の写し） 

  エ ＰＰＡ料金等計算書（補助金額相当額がＰＰＡ料金から控除されることを確認する

ことができる書類）（ＰＰＡにより設置する場合に限る。） 

  オ リース計算書等（補助金額相当額がリース料金から控除されることを確認すること

ができる書類）（リースにより設置する場合に限る。） 

  カ 補助対象設備の型式名、定格出力等を確認することができるカタログ等の書類 

  キ 設置場所及びその付近の見取図 

  ク 自家消費計画書（別記様式第３号） 

  ケ 補助金の振込先の金融機関の通帳等の写し 

  コ 居住部分の床面積が分かる平面図（併用住宅に設置する場合に限る。） 

  サ 借り受けている住宅等の所有者の承諾書（申請者が補助対象設備を設置すること及

び法定耐用年数にわたり補助対象設備を使用することを認める旨を内容とするもの）

及び賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し（補助対象設備を設置する住宅等を借り

受けている場合に限る。） 

  シ その他市長が必要と認める書類 

 



様式第１号（第６条関係） 

【事業所等用（ＰＰＡ又はリースを含む。）】 

年   月   日 

 （宛先）山 形 市 長 

               （申請者） 

郵 便 番 号 〒 

所 在 地 
 

 

企業（法人）名 
 

 

             フリガナ 

代表者職氏名 

 

 

電 話 番 号  

補 助 金 交 付 申 請 書 

 山形市非ＦＩＴ型太陽光発電設備導入事業費補助金交付要綱第６条第１項の規定により、

下記のとおり申請します。 

記 

１ 設置の区分 □ 自己所有  □ ＰＰＡ  □ リース ※□にチェックしてください。 

２ 設備の設置場所 山形市 

※ＰＰＡ又はリース

の場合 

設置する事業所等の所有者等 

 住所 

 企業（法人）名 

 代表者職氏名 

 電話番号 

３ 建築の区分 □ 新築  □ 既築          ※□にチェックしてください。 

４ 建築物の区分 □ 店舗  □ 事務所  □ 営業所  □ 倉庫 

□ その他（            ）※□にチェックしてください。 

５ 発電電力の使途 □ 自家消費のみ           ※□にチェックしてください。 

□ 自家消費＋余剰売電（受給開始予定日    年  月  日） 

６ 太陽光発電設備

の概要・補助金額 

 

※自家消費割合（企業等：

50％）が達成できるよ

う、過度な規模の設置等

は控えてください。 

⑴ 公称最大出力    （               kW） 

 ※JIS等に基づく公称最大出力の合計値の小数点以下を切り捨てた値を記入 

⑵ パワーコンディショナー定格出力（          kW） 

 ※小数点以下を切り捨てた値を記入 

⑶ 補助対象出力    （               kW） 

 ※⑴又は⑵のいずれか低い値（100kW以上の場合は「100」）を記入 

⑷ 補助金交付申請額  （               円） 

 ※⑶に記載した補助対象出力に5万円を乗じて得た額 

※裏面に続きます。 



７ 蓄電池の概要・補

助金額 

⑴ 定格容量      （          ．   kWh） 

 ※単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出され

る蓄電池部の値をいい、小数点第二位未満を切り捨てた値を記入 

⑵ 設置費用      （               円） 

 ※工事費込み（税抜き） 

⑶ 補助金交付申請額  （               円） 

 ※⑵に記載した設置費用に1/3を乗じて得た額（千円未満切捨て（上限100万円）） 

８ エネルギーマネ

ジメントシステム

の概要・補助金額 

⑴ 設置費用      （               円） 

 ※工事費込み（税抜き） 

⑵ 補助金交付申請額  （               円） 

 ※⑴に記載した設置費用に2/3を乗じて得た額（千円未満切捨て（上限100万円）） 

９ 合計補助金額  補助金交付申請額の合計額 ６⑷＋７⑶＋８⑵ 

            （               円） 

１０ 補助金の振込先 

 金融機関名  支店名   

 口座番号  預金の種類 □ 普通  □ 当座  

 本人口座名義 （カタカナで記入） 

 

 

      

１１ 設置業者名 郵便番号 〒 

住所 

会社名 

代表者職氏名 

事業所電話番号 

担当者電話番号 

担当者名 

※補助金に関する担当者が上記と異なる場合に記入 

（補助金交付申請書類に関する問合せに対応することができる者） 

会社名 

事業所電話番号 

担当者電話番号 

担当者名 

１２ 添付書類  ※提出の際は、添付書類を順番に並べて提出してください。 

 ⑴ 自己所有の場合 

  ア 申請者の登記事項証明書（申請者が個人の場合は、本人の住民票） 

  イ 誓約書兼同意書（別記様式第２号） 

  ウ 補助対象経費の額が分かる書類（見積書等の写し） 

  エ 補助対象設備の型式名、定格出力等を確認することができるカタログ等の書類 

  オ 設置場所及びその付近の見取図 

  カ 自家消費計画書（別記様式第３号） 

  キ 補助金の振込先の金融機関の通帳等の写し 



  ク 事業の用に供する部分の床面積が分かる平面図（居住の用に供する部分と事業の用

に供する部分を合わせ持つ建築物に設置する場合に限る。） 

  ケ 借り受けている事業所等の所有者の承諾書（申請者が補助対象設備を設置すること

及び法定耐用年数にわたり補助対象設備を使用することを認める旨を内容とするも

の）及び賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し（補助対象設備を設置する事業所等

を借り受けている場合に限る。） 

  コ その他市長が必要と認める書類 

 ⑵ ＰＰＡ又はリースの場合 

  ア 申請者の登記事項証明書（申請者が個人の場合は、本人の住民票） 

  イ 補助対象設備を設置する事業所等を有する企業等の登記事項証明書（補助対象設備

を設置する事業所等を有する企業等が個人の場合は、本人の住民票） 

  ウ 誓約書兼同意書（別記様式第２号）（申請者及び補助対象設備を設置する事業所等

の代表者の２通） 

  エ 補助対象経費の額が分かる書類（見積書等の写し） 

  オ ＰＰＡ料金等計算書（補助金額相当額がＰＰＡ料金から控除されることを確認する

ことができる書類）（ＰＰＡにより設置する場合に限る。） 

  カ リース計算書等（補助金額相当額がリース料金から控除されることを確認すること

ができる書類）（リースにより設置する場合に限る。） 

  キ 補助対象設備の型式名、定格出力等を確認することができるカタログ等の書類 

  ク 設置場所及びその付近の見取図 

  ケ 自家消費計画書（別記様式第３号） 

  コ 補助金の振込先の金融機関の通帳等の写し 

  サ 事業の用に供する部分の床面積が分かる平面図（居住の用に供する部分と事業の用

に供する部分を合わせ持つ建築物に設置する場合に限る。） 

  シ 借り受けている事業所等の所有者の承諾書（申請者が補助対象設備を設置すること

及び法定耐用年数にわたり補助対象設備を使用することを認める旨を内容とするも

の）及び賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し（補助対象設備を設置する事業所等

を借り受けている場合に限る。） 

  ス その他市長が必要と認める書類 

 



様式第２号（第６条関係） 

                      【住宅等用（ＰＰＡ又はリースを含む。）】 

 

誓約書兼同意書 

 

 山形市非ＦＩＴ型太陽光発電設備導入事業費補助金の申請に当たり、次のとおり誓約し、

及び同意します。 

 

１ 山形市内に住所を有します。山形市非ＦＩＴ型太陽光発電設備導入事業費補助金交付要

綱第９条第１項の規定による補助金の実績報告の時点までに山形市内に住所を有する予

定です。 

２ 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減

効果についてＪ－クレジット制度への登録を行いません。 

３ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号）

に基づく固定価格買取制度（ＦＩＴ）の認定又はフィードインプレミアム制度（ＦＩＰ）

の認定を取得しません。 

４ 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自

己託送）を行いません。 

５ 上記のほか、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令和４年３月３０日付け環

政計発第２２０３３０３号）別紙２に定める事業の要件及び交付要件を遵守します。 

６ 山形市市税条例（昭和４０年山形市条例第３７号）第３条に規定する市税の滞納はあり

ません。 

７ 補助対象事業について、国、県等からの他の補助金の交付を受けていない又は受ける予

定がありません。 

８ ６について山形市が私の市税の納付状況について公簿等により確認することに同意しま

す。 

 

（宛先）山形市長 

                                年   月   日 

 

                    住  所 

                    電話番号 

                    フ リ ガ ナ 

                    氏  名                印 

                    生年月日     年   月   日 



様式第２号（第６条関係） 

                     【事業所等用（ＰＰＡ又はリースを含む。）】 

 

誓約書兼同意書 

 

 山形市非ＦＩＴ型太陽光発電設備導入事業費補助金の申請に当たり、次のとおり誓約し、

及び同意します。 

 

１ 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減

効果についてＪ－クレジット制度への登録を行いません。 

２ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号）

に基づく固定価格買取制度（ＦＩＴ）の認定又はフィードインプレミアム制度（ＦＩＰ）

の認定を取得しません。 

３ 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自

己託送）を行いません。 

４ 上記のほか、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令和４年３月３０日付け環

政計発第２２０３３０３号）別紙２に定める事業の要件及び交付要件を遵守します。 

５ 山形市市税条例（昭和４０年山形市条例第３７号）第３条に規定する市税の滞納はあり

ません。 

６ 補助対象事業について、国、県等からの他の補助金の交付を受けていない又は受ける予

定がありません。 

７ ５について山形市が私の市税の納付状況について公簿等により確認することに同意しま

す。 

 

 

 

（宛先）山形市長 

                                年   月   日 

                    住  所 

                    電話番号 

                    企業等名 

                       フリガナ 

                    役職・氏名                印 



様式第３号（第６条関係） 

    年   月   日 

 

氏名又は企業等名                 

 

自 家 消 費 計 画 書 

補助対象設備の最大出力 

 

太陽光電池モジュール公称最大出力         kW 

 

※公称最大出力は、ＪＩＳ等に基づく公称最大出力の合計値と、パワーコン

ディショナーの定格規格の合計値のいずれか低い方とし、小数点以下を切

り捨てた値を記入すること。 

蓄電池の設置 

□ 設置する 

蓄電池容量       ．   kWh 

※単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する

単電池の数の積で算出される蓄電池部の値をいい、

小数点第二位未満を切り捨てた値を記入すること。 

□ 設置しない  

①補助対象設備における 

 発電電力量の見込み 
                   kWh/年 

②自家消費量の見込み                    kWh/年 

自家消費の割合 

（②÷①） 
                   ％ 

過去１年間の電力消費量 

※新築の場合は記入不要 
                   kWh/年 

備考  

 

【必要添付書類】 

 １ 「発電電力量の見込み」の算定根拠となる資料 

 ２ 「過去１年間の電力消費量」の算定根拠となる資料 ※新築の場合は不要 

【留意事項】 

 １ 自家消費は、一定の割合（個人：３０％、企業等：５０％）以上としてください。 

 ２ 補助金が交付された後、自家消費の割合を報告していただく場合があります。 

 ３ 自家消費割合が達成できるよう、過度な規模の設置は控えてください。 



様式第４号（第７条関係） 

第       号 

年   月   日 

 

 

         様 

 

 

山形市長              

 

 

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

 

     年  月  日付けで交付申請のあった山形市非ＦＩＴ型太陽光発電設備導入事

業費補助金について、下記のとおり交付することに決定しましたので、山形市補助金等の適

正化に関する規則第８条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額           円 

 

２ 交付の条件 

 ⑴ 山形市補助金等の適正化に関する規則及び山形市非ＦＩＴ型太陽光発電設備導入事業

費補助金交付要綱を遵守してください。 

 ⑵ 補助対象設備の使用状況の報告を市から求められたときは、協力してください。 

 ⑶ 法定耐用年数期間を経過する前に補助対象設備を処分する場合は、あらかじめ「財産

処分承認申請書」を提出し、市長の承認を受けてください。 



様式第５号（第８条関係） 

年   月   日 

 

 （宛先）山 形 市 長 

 

               （申請者） 

郵 便 番 号 〒 

所 在 地 
 

 

企業（法人）名 

 

 
※事業者の場合のみ記入 

             フリガナ 

代表者職氏名 

 

 
※事業者以外の場合は氏名（フリガナ）のみ記入 

電 話 番 号  

事 業 計 画 変 更 等 申 請 書 

     年  月  日付け  第    号で交付決定の通知を受けた山形市非ＦＩＴ

型太陽光発電設備導入事業費補助金につきまして、下記のとおり事業計画の変更（事業の廃

止）をしたいので、山形市非ＦＩＴ型太陽光発電設備導入事業費補助金交付要綱第８条第１

項の規定により申請します。 

記 

 

１ 変更等の内容（変更等のある項目のみ記入してください。） 

 ⑴ 補助金交付決定額・補助対象設備の変更 

  ア 太陽光発電設備 

変更項目 変更前 変更後 

製造者（メーカー）   

型番   

公称最大出力          kW          kW 

補助対象出力          kW          kW 

補助金交付決定額          円          円 

変更理由  

 

 

 



  イ 蓄電池 

変更項目 変更前 変更後 

製造者（メーカー）   

型番   

定格容量       ．  kWh       ．  kWh 

設置費用          円          円 

補助金交付決定額          円          円 

変更理由  

  ウ エネルギーマネジメントシステム 

変更項目 変更前 変更後 

製造者（メーカー）   

型番   

設置費用          円          円 

補助金交付決定額          円          円 

変更理由  

 

 ⑵ 事業の廃止 

廃止の理由  

 

２ 添付図書 

  市長が必要と認める書類 



様式第６号（第８条関係） 

第       号 

年   月   日 

 

 

         様 

 

 

山形市長              

 

 

事 業 計 画 変 更 承 認 通 知 書 

 

     年  月  日付けで申請のあった事業計画の変更について、その変更を承認す

るとともに下記のとおり交付決定額を変更することに決定しましたので、山形市非ＦＩＴ型

太陽光発電設備導入事業費補助金交付要綱第８条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

変更項目 変更前 変更後 

⑴ 補助対象経費   

 太陽光発電設備         円         円 

 蓄電池         円         円 

 エネルギーマネジメントシステム         円         円 

⑵ 補助対象設備   

 製造者（メーカー）   

 型番   

⑶ 補助金交付決定額         円         円 

 



様式第７号（第８条関係） 

第       号 

年   月   日 

 

 

         様 

 

 

山形市長              

 

 

事 業 計 画 廃 止 承 認 通 知 書 

 

     年  月  日付けで申請のあった事業の廃止について、下記のとおり承認をす

ることに決定しましたので、山形市非ＦＩＴ型太陽光発電設備導入事業費補助金交付要綱第

８条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

補助金交付決定日      年   月   日 

補助金交付決定番号    第    号 

事業の廃止日      年   月   日 

 



様式第８号（第９条関係） 

【住宅等用（ＰＰＡ又はリースを含む。）】 

年   月   日 

 （宛先）山 形 市 長 

               （報告者） 

郵 便 番 号 〒 

所 在 地 
 

 

企業（法人）名 

 

 
※ＰＰＡ等設置事業者の場合のみ記入 

             フリガナ 

代表者職氏名 

 

 
※ＰＰＡ等設置事業者以外の場合は氏名（フリガナ）のみ記入  

電 話 番 号  

補 助 事 業 実 績 報 告 書 

 山形市非ＦＩＴ型太陽光発電設備導入事業費補助金に係る事業が完了しましたので、山形

市非ＦＩＴ型太陽光発電設備導入事業費補助金交付要綱第９条第１項の規定により、下記の

とおり事業の実績を報告します。 

記 

１ 設置の区分 □ 自己所有  □ ＰＰＡ  □ リース ※□にチェックしてください。 

２ 設備の設置場所 山形市 

※ＰＰＡ又はリース

の場合 

設置した住宅等の所有者 

 住所 

 氏名 

 電話番号 

３ 建築の区分 □ 新築  □ 既築          ※□にチェックしてください。 

４ 住宅の区分 □ 専用住宅             ※□にチェックしてください。 

□ 併用住宅（居住用の床面積が、その建築物の延床面積の２分の１以上であるもの） 

５ 発電電力の使途 □ 自家消費のみ           ※□にチェックしてください。 

□ 自家消費＋余剰売電（受給開始日    年  月  日） 

６ 設置した設備の

概要と設置工事費 

別記様式第８号別紙１に記載すること。 

７ 太陽電池モジュ

ール製造番号表 

別記様式第８号別紙２に記載すること。 

※裏面に続きます。 

 

 



８ 補助金実績報告

額 

⑴ 太陽光発電設備               （上限額42万円） 

  ７０，０００円×（      kW）＝（       円） 

⑵ 蓄電池           ※千円未満切捨て（上限額5万円） 

  （設置費用       円）×１／３＝（       円） 

⑶ エネルギーマネジメントシステム  ※千円未満切捨て（上限額5万円） 

  （設置費用       円）×２／３＝（       円） 

⑷ 補助金合計額 ⑴＋⑵＋⑶＝      （       円） 

９ 設置業者名 郵便番号 〒 

住所 

会社名 

代表者職氏名 

事業所電話番号 

担当者電話番号 

担当者名 

※補助金に関する担当者が上記と異なる場合に記入 

（補助事業実績報告書類に関する問合せに対応することができる者） 

会社名 

事業所電話番号 

担当者電話番号 

担当者名 

１０ 添付書類  ※提出の際は、添付書類を順番に並べて提出してください。 

 ⑴ 自己所有の場合 

  ア 設置工事に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し（補助対象経費の額が分かる

書類を添付すること。） 

  イ 設置工事に係る領収書等の写し 

  ウ 補助対象設備の設置工事着手前の状況を示す建物全体及び補助対象設備の設置予

定個所の写真 

  エ 補助対象設備の設置工事完了後の状況を示す建物全体及び補助対象設備の設置状

況を確認することができる写真（写真により全ての太陽光モジュールの枚数を確認す

ることができない場合には、写真に加え太陽光モジュールの配置図を添付すること。） 

  オ 蓄電池の品番ラベルの写真（蓄電池を設置する場合に限る。） 

  カ エネルギーマネジメントシステムの品番ラベルの写真（エネルギーマネジメントシ

ステムを設置する場合に限る。） 

  キ 電力会社との受給契約を証明する書類の写し（余剰電力を売却する場合に限る。） 

  ク 補助金の交付申請の時点（以下「交付申請時」という。）から補助対象経費の額に

変更が生じた場合には、当該変更後の補助対象経費の額が分かる書類（変更後の見積

書等の写し）（補助対象事業の変更申請をしたものを除く。） 

  ケ その他市長が必要と認める書類 

 



 ⑵ ＰＰＡ又はリースの場合 

  ア ＰＰＡ事業実施契約書の写し（補助対象経費の額が分かる書類を添付すること。契

約期間が補助対象設備の法定耐用年数に満たない場合は、法定耐用年数に達するまで

の期間、継続的に使用することを証明する書類を添付すること。）（ＰＰＡにより設置

する場合に限る。） 

  イ リース契約書の写し（補助対象経費の額が分かる書類を添付すること。契約期間が

補助対象設備の法定耐用年数に満たない場合は、法定耐用年数に達するまでの期間、

継続的に使用することを証明する書類を添付すること。）（リースにより設置する場合

に限る。） 

  ウ 補助対象設備の設置工事着手前の状況を示す建物全体及び補助対象設備の設置予

定個所の写真 

  エ 補助対象設備の設置工事完了後の状況を示す建物全体及び補助対象設備の設置状

況を確認することができる写真（写真により全ての太陽光モジュールの枚数を確認す

ることができない場合には、写真に加え太陽光モジュールの配置図を添付すること。） 

  オ 蓄電池の品番ラベルの写真（蓄電池を設置する場合に限る。） 

  カ エネルギーマネジメントシステムの品番ラベルの写真（エネルギーマネジメントシ

ステムを設置する場合に限る。） 

  キ 電力会社との受給契約を証明する書類の写し（余剰電力を売却する場合に限る。） 

  ク 交付申請時から補助対象経費の額に変更が生じた場合には、当該変更後の補助対象

経費の額が分かる書類（変更後の見積書等の写し）（補助対象事業の変更申請をした

ものを除く。） 

  ケ その他市長が必要と認める書類 

 



様式第８号（第９条関係） 

【事業所等用（ＰＰＡ又はリースを含む。）】 

年   月   日 

 （宛先）山 形 市 長 

               （報告者） 

郵 便 番 号 〒 

所 在 地 
 

 

企業（法人）名 
 

 

             フリガナ 

代表者職氏名 

 

 

電 話 番 号  

補 助 事 業 実 績 報 告 書 

 山形市非ＦＩＴ型太陽光発電設備導入事業費補助金に係る事業が完了しましたので、山形

市非ＦＩＴ型太陽光発電設備導入事業費補助金交付要綱第９条第１項の規定により、下記の

とおり事業の実績を報告します。 

記 

１ 設置の区分 □ 自己所有  □ ＰＰＡ  □ リース ※□にチェックしてください。 

２ 設備の設置場所 山形市 

※ＰＰＡ又はリース

の場合 

設置した事業所等の所有者等 

 住所 

 企業（法人）名 

 代表者職氏名 

 電話番号 

３ 建築の区分 □ 新築  □ 既築          ※□にチェックしてください。 

４ 建築物の区分 □ 店舗  □ 事務所  □ 営業所  □ 倉庫 

□ その他（            ）※□にチェックしてください。 

５ 発電電力の使途 □ 自家消費のみ           ※□にチェックしてください。 

□ 自家消費＋余剰売電（受給開始日    年  月  日） 

６ 設置した設備の

概要と設置工事費 

別記様式第８号別紙１に記載すること。 

７ 太陽電池モジュ

ール製造番号表 

別記様式第８号別紙２に記載すること。 

※裏面に続きます。 

 

 



８ 補助金実績報告

額 

⑴ 太陽光発電設備               （上限額500万円） 

  ５０，０００円×（      kW）＝（       円） 

⑵ 蓄電池           ※千円未満切捨て（上限額100万円） 

  （設置費用       円）×１／３＝（       円） 

⑶ エネルギーマネジメントシステム  ※千円未満切捨て（上限額100万円） 

  （設置費用       円）×２／３＝（       円） 

⑷ 補助金合計額 ⑴＋⑵＋⑶＝      （       円） 

９ 設置業者名 郵便番号 〒 

住所 

会社名 

代表者職氏名 

事業所電話番号 

担当者電話番号 

担当者名 

※補助金に関する担当者が上記と異なる場合に記入 

（補助事業実績報告書類に関する問合せに対応することができる者）  

会社名 

事業所電話番号 

担当者電話番号 

担当者名 

１０ 添付書類  ※提出の際は、添付書類を順番に並べて提出してください。 

 ⑴ 自己所有の場合 

  ア 設置工事に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し（補助対象経費の額が分かる

書類を添付すること。） 

  イ 設置工事に係る領収書等の写し 

  ウ 補助対象設備の設置工事着手前の状況を示す建物全体及び補助対象設備の設置予

定個所の写真 

  エ 補助対象設備の設置工事完了後の状況を示す建物全体及び補助対象設備の設置状

況を確認することができる写真（写真により全ての太陽光モジュールの枚数を確認す

ることができない場合には、写真に加え太陽光モジュールの配置図を添付すること。） 

  オ 蓄電池の品番ラベルの写真（蓄電池を設置する場合に限る。） 

  カ エネルギーマネジメントシステムの品番ラベルの写真（エネルギーマネジメントシ

ステムを設置する場合に限る。） 

  キ 電力会社との受給契約を証明する書類の写し（余剰電力を売却する場合に限る。） 

  ク 補助金の交付申請の時点（以下「交付申請時」という。）から補助対象経費の額に

変更が生じた場合には、当該変更後の補助対象経費の額が分かる書類（変更後の見積

書等の写し）（補助対象事業の変更申請をしたものを除く。） 

  ケ その他市長が必要と認める書類 

 



 ⑵ ＰＰＡ又はリースの場合 

  ア ＰＰＡ事業実施契約書の写し（補助対象経費の額が分かる書類を添付すること。契

約期間が補助対象設備の法定耐用年数に満たない場合は、法定耐用年数に達するまで

の期間、継続的に使用することを証明する書類を添付すること。）（ＰＰＡにより設置

する場合に限る。） 

  イ リース契約書の写し（補助対象経費の額が分かる書類を添付すること。契約期間が

補助対象設備の法定耐用年数に満たない場合は、法定耐用年数に達するまでの期間、

継続的に使用することを証明する書類を添付すること。）（リースにより設置する場合

に限る。） 

  ウ 補助対象設備の設置工事着手前の状況を示す建物全体及び補助対象設備の設置予

定個所の写真 

  エ 補助対象設備の設置工事完了後の状況を示す建物全体及び補助対象設備の設置状

況を確認することができる写真（写真により全ての太陽光モジュールの枚数を確認す

ることができない場合には、写真に加え太陽光モジュールの配置図を添付すること。） 

  オ 蓄電池の品番ラベルの写真（蓄電池を設置する場合に限る。） 

  カ エネルギーマネジメントシステムの品番ラベルの写真（エネルギーマネジメントシ

ステムを設置する場合に限る。） 

  キ 電力会社との受給契約を証明する書類の写し（余剰電力を売却する場合に限る。） 

  ク 交付申請時から補助対象経費の額に変更が生じた場合には、当該変更後の補助対象

経費の額が分かる書類（変更後の見積書等の写し）（補助対象事業の変更申請をした

ものを除く。） 

  ケ その他市長が必要と認める書類 

 



様式第８号 別紙１ 

１ 太陽光発電設備の概要 

 ⑴ 太陽電池の製造者（メーカー）  （          ） 

 ⑵ 太陽電池モジュール ※複数ある場合にはそれぞれ記載  

         型式名       公称最大出力    使用枚数 

  ① （          ） （    ． ）Ｗ×（   ）枚 

  ② （          ） （    ． ）Ｗ×（   ）枚 

  ③ （          ） （    ． ）Ｗ×（   ）枚 

  ④ （          ） （    ． ）Ｗ×（   ）枚 

   注：公称最大出力は、ＪＩＳ等に基づく公称最大出力を小数点第１位まで記載すること。 

 ⑶ 公称最大出力の合計値 （        kW ） 

 注：公称最大出力の合計値は、上記⑵①～④のそれぞれの積算値の合計値を1,000で除した値と、

パワーコンディショナーの定格規格の合計値のいずれか低い方とし、小数点以下を切り捨て

た値を記載すること。 

 

２ 蓄電池の概要 

 ⑴ 蓄電池の製造者（メーカー）   （            ） 

 ⑵ 蓄電池の型式          （            ） 

 ⑶ 定格容量             （      ．    kWh ） 

  注：定格容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出され

る蓄電池部の値をいい、小数点第二位未満を切り捨てた値を記載すること。 

 

３ エネルギーマネジメントシステム（ＥＭＳ）の概要 

 ⑴ ＥＭＳの製造者（メーカー） （            ） 

 ⑵ ＥＭＳの型式        （            ） 

 

４ 設置工事費内訳（※値引きがある場合、それぞれ値引き後の金額を記入） 

 ⑴ 太陽光発電設備                           単位：円 

項  目 金額（税抜き） 備 考 

太陽電池   

パワーコンディショナー・インバータ等   

架台   

モニター   

附属機器（接続箱・開閉器等）   

その他設置工事費（配線・電気・安全対策等）   

その他諸経費等   

①小 計   



 ⑵ 蓄電池                               単位：円 

項  目 金額（税抜） 備 考 

蓄電池   

電力変換装置   

附属機器（制御装置・計測装置・表示装置）   

その他設置工事費（配線・電気等）   

その他諸経費等   

②小 計   

 

 ⑶ ＥＭＳ                               単位：円 

項  目 金額（税抜） 備 考 

ＥＭＳ   

附属機器   

その他設置工事費（配線・電気等）   

その他諸経費等   

③小 計   

 



様式第８号 別紙２ 

太陽電池モジュール出力対比表 

 

作成者（設置事業者） 

会社名                                    

 

代表者職氏名                                 

 

 以下に記載の内容及びシステムの数値に間違いありません。 

 また、当該設備は未使用品であることを認めます。 

 

太陽電池の製造者 

（メーカー） 

 

太陽電池モジュール型式 

 

 

 

太陽電池モジュール製造番号表 

番号  製造番号（左詰めで記入）  注：英字は大文字で記入 測定出力（W） 

1                    ．  

2                    ．  

3                    ．  

4                    ．  

5                    ．  

6                    ．  

7                    ．  

8                    ．  

9                    ．  

10                    ．  

11                    ．  

12                    ．  

13                    ．  

14                    ．  

15                    ．  

16                    ．  

17                    ．  

18                    ．  

19                    ．  

20                    ．  

※メーカー作成の出力対比表又は製造番号表のコピーを別紙として添付することも可。 



様式第９号（第１０条関係） 

第       号 

年   月   日 

 

 

         様 

 

 

山形市長              

 

 

山形市非ＦＩＴ型太陽光発電設備導入事業費補助金の額の確定について（通知） 

 

     年  月  日付けで実績報告のありましたみだしの補助金について、下記のと

おり補助金の額を確定しましたので、山形市補助金等の適正化に関する規則第１４条の規定

により通知します。 

 補助金の交付請求は、所定の請求書によって行ってください。 

 

記 

 

 確定補助金額          円 



様式第１０号（第１２条関係） 

年   月   日 

 （宛先）山 形 市 長 

 

               （申請者） 

郵 便 番 号 〒 

所 在 地 
 

 

企業（法人）名 

 

 
※事業者の場合のみ記入 

             フリガナ 

代表者職氏名 

 

 
※事業者以外の場合は氏名（フリガナ）のみ記入 

電 話 番 号  

財 産 処 分 承 認 申 請 書 

     年  月  日付け  第    号で額の確定があった山形市非ＦＩＴ型太陽

光発電設備導入事業費補助金に係る事業により取得した財産を下記のとおり処分したいので、

山形市非ＦＩＴ型太陽光発電設備導入事業費補助金交付要綱第１２条第３項の規定により申

請します。 

記 

 

１ 処分の方法  □ 売却  □ 譲渡  □ 交換  □ 貸与  □ 担保  □ 廃棄 

         □ その他（                         ） 

         ※該当する項目にチェックしてください。 

 

２ 処分の時期      年   月   日（から     年   月   日まで）  

 

３ 処分の理由                                    

 

４ 処分の条件                                    

 

５ 処分財産の状況 

財産の種類 形式 数量 取得価格 取得年月日 残存価格 備考 

       

 


